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■問総務課財産管理室（7６５－１７１７）

■問バーデあざい〈野瀬町〉（7７６－１１２６）

次の市有地を一般競争入札により売却します。申込資格や売却条件等の詳細については、下記ま
で問合せください。

※一般競争入札による市有地の売却とは、複数の申込者が
価格を競い合い、市があらかじめ定めた予定価格（最低
売却価格）以上で最も高い価格をつけた人に購入してい
ただく方法です。

【期　間】３月1日(金)～31日(日)
定休日：毎週火曜日

【対　象】市内在住の65歳以上の人
（昭和23年３月31日以前にお生まれの人）

※「バーデあざい」の受付にて生年月日が確認で
きるもの（運転免許証または保険証）をお見せ
ください。

※無料招待は１人につき１回に限ります。

市民と一般科のための
うつ病講座

【と　き】３月14日(木) 14時～15時30分
【ところ】長浜勤労者総合福祉センター『臨湖』

（港町）
【内　容】うつ病治療についての解説と質疑応答
【講　師】稲垣貴彦氏（滋賀医科大学　精神科医師）
【対　象】うつ病患者とその家

族、医療従事者
【申込み】前日までに電話で下

記まで
※参加費は不要です。

休日納税
相談窓口を
開設します

施工指定業者の申請を受付けます
【受付期間】３月１日(金)～12日(火)
【受付場所】上下水道課〈東別館３階〉
【必要書類】申請書と添付書類（右記のとおり）
【手数料】１万円
※申請書は上下水道課にあります。
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バーデあざい（健康パークあざい）温浴施設 65歳以上無料招待

市立長浜病院 公開講座のお知らせ

がん・緩和ケアシリーズ　
第８回 公開講座

【と　き】３月５日(火) 14時～
【ところ】市立長浜病院 ２階　

講堂（大戌亥町）
【テーマ】『気功で心も体もリ

ラックス』
実際に気功を体験し
て、心も体もリラッ
クスしましょう。

【講　師】勝又明代氏（気功インストラクター）
【申込み】電話で下記まで
※参加費不要、どなたでも参加できます。
※動きやすい服装でお越しください。

■問■申 市立長浜病院　がん相談支援センター
（7６８－２３５４）

■問■申 滋賀県精神保健福祉協会
（7０７７－５６７－５２５０）

■問上下水道課（7６５－１６０１）

■問滞納整理課(7６５－６５１７)

平日の納税相談が困難な人のために、市税および国民健康保険料の休日納
税相談窓口を開設します。
【と　き】３月３日(日) ９時～12時
【ところ】滞納整理課〈本館２階〉
※ポルトガル語通訳あり

市下水道排水設備工事

≪添付書類≫
・成年被後見人、破産者、被保佐人ではないことを証明する書類
（身分証明書）
・住民票記載事項証明書
・申請者または代表者の経歴書
・商業登記事項証明書と定款の写し（法人の場合）
・営業所の付近見取り図、平面図、写真（全景と事務所内の２枚）
・責任技術者名簿（様式２号）
・工事の施工に必要な設備や器材を有することを証する書類

主　催　滋賀県精神保健福祉協会
共　催　滋賀医科大学精神医学講座

滋賀医科大学地域精神医療学講座

一般競争入札により市有地を売却します 一般競争入札により市有地を売却します 

物件所在地

西浅井町塩津中
字下川原1110番４

地目

宅地

面積㎡

301.19

予定価格
（最低売却価格）

4,130,000円

入札実施案内の配布
【配布期間】２月18日(月)～３月15日(金) ※土曜日、日曜日を除く
【配布場所】総務課財産管理室〈本館３階〉、北部振興局・各支所 地域振興課
【入 札 日】３月27日(水)

※事前に申込みのあった人のみ入札に参加できます。

全国瞬時警報システム（J-ALERT）を用いた
自動放送訓練(再訓練)を実施します

J-ALERTにより送られる国からの情報を、防災行政無線で市内全域に一斉放送する訓練を行います。
これは、災害時に緊急情報が正しく伝達できるよう、機器の動作確認を行うものです。
この訓練は、昨年の12月12日に予定していましたが、同日の北朝鮮ミサイル発射により急遽中止と

なったため、改めて次の日時に行います。
【日　時】３月12日(火) 10時頃および10時30分頃の２回
【放送内容】「これは試験放送です。」×３回、「こちらはぼうさいながはまです。」

全国瞬時警報システム（Ｊ-ＡＬＥＲＴ）とは
国が緊急情報を入手した際、衛星回線等を用いて市区町村に瞬時に情報を送

るシステムです。これは防災行政無線と連動しており、自動的に屋外スピーカ
ーや戸別受信機でその情報が放送されます。
次のような場合に放送があります
地震などの自然災害や弾道ミサイル発射などの情報が送られた場合、大雨や

洪水などの気象警報が発表された場合に、その内容が自動的に放送されます。

大地震が発生し、津波による災害が予想される場合には

大津波警報では「巨大」、津波警報では「高い」
という言葉を使って、非常事態であることを伝えます。
海岸付近にいるときに警報を見聞きした場合や揺れを感じた時は、できる限り海岸か

ら遠く、高い場所へ避難してください。
新しい津波警報についての詳しい内容は、気象庁ホームページ（http://www.jma.go.jp/）
をご覧ください。

地震が発生したら津波への備えを

■問防災危機管理課（7６５－６５５５）

■問彦根地方気象台防災業務課（7０７４９－２２－６１４２） 防災危機管理課（7６５－６５５５）

３月７日から
津波警報が変わります

◆毎週木曜日（祝日除く）には夜間
延長窓口を開設しています。（19
時まで）こちらもご利用ください。


